
公害健康被害補償業務のしくみ公害健康被害予防事業のしくみ

研　修
地方公共団体が行う公害健
康被害予防事業従事者に
対する研修
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　ぜん息患者の方々等が日常生活の中で

ぜん息の予防、健康回復等を行うことを

支援する目的で、“自立支援型公害健康

被害予防事業”を新設しました。

「公害健康被害補償法」制定

　大気汚染の影響による健康被害を予防し、

かつ、地域住民の健康の確保を目的として、

公害健康被害予防事業を実施することとなり

ました。

　公害健康被害補償法の改正により、第一種指

定地域の指定を全て解除する一方、既に認定さ

れた方々への補償は継続することとなりました。

「公害健康被害予防事業」実施

　四大公害裁判の結果を背景に公害健康被害者の
方々を広く支えるための法案「公害健康被害補償法」
が制定され、民事責任を踏まえた損害補償制度とし
て健康被害者の方々に各種の給付を行ってきました。
　その後の大気汚染の状況等を踏まえ、公害健康
被害補償法の一部改正が行われました。

公害健康被害予防事業
大気汚染の影響による健康被害を
予防するために
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機構が自ら行うもの

知識の普及
ホームページやパンフレッ
ト等による情報の提供、講
演会・講習会の開催等
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調査研究
大気汚染による健康影響に関
する総合的研究／局地的大気
汚染対策に関する調査研究
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健康相談
医師・保健師等によるぜん
息等に関する相談・指導
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機能訓練
ぜん息児童を対象とした水
泳訓練教室・音楽訓練教
室・ぜん息キャンプ
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計画作成
地域の大気環境改善のため
の計画作成
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施設等整備
医療機器整備・大気浄化の
ための植樹
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健康診査
乳幼児を対象とした問診等
によるぜん息の発症予防の
ための指導
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既被認定者

認定の更新等

補償給付の支給
公害保健福祉
事業の実施

交付金

制度の実施機関

８
対
２

国

自動車重量税

自動車重量税の一部を、国を通
じて機構へ交付

自 動 車

汚染負荷量賦課金の申告・納付

ばい煙発生施設等設置者
硫黄酸化物の排出量等に応じ
て、汚染負荷量賦課金を機構
に申告･納付

特定賦課金の納付

特定施設等設置者
水俣病などの発生の原因物質
を排出した原因者は特定賦課
金を機構に納付

旧第一種指定地域の自治体の長
（39自治体）

健康被害の認定及び補償給
付の支給、公害保健福祉事業
の実施

第二種指定地域の自治体の長
（7自治体）

健康被害の認定及び補償給
付の支給、公害保健福祉事業
の実施

●徴収した汚染負荷量賦課
金及び特定賦課金を旧第
一種指定地域、第二種指
定地域の自治体へ納付

●納付義務者からの申告内
容の審査、自治体の行う給
付や事業の確認等を行う

公害健康被害
補償業務
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四日市
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水俣病

新潟水俣病

四　大
公害裁判

事業者
●大気の汚染の原因となる物
質を排出する施設を設置す
る事業者

●大気の汚染に関連のある事
業活動を行う者

予防基金

国
出資

直轄

助成

自立支援型公害健康被害
予防事業スタート

戦後復興を足がかりに大きな経済発展を遂げた昭和30年代から40年代前半。
工場等から排出されるばい煙、汚水等が、
工場周辺の地域住民に大きな健康被害をもたらしました。
このような状況下、昭和46年から48年にかけて、
いわゆる「四大公害裁判」の判決が次 と々出されました。

経済の発展による公害問題

公害健康被害
補償予防制度

（費用の負担割合）
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